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陸前高田市道路等包括管理業務委託事業者選定公募型プロポーザル実施要領 

令和７年１２月１日 

陸 前 高 田 市 

 

陸前高田市（以下「市」という。）が実施する「陸前高田市道路等包括管理業務」（以下「業務」

という。）に係る受託候補者の選定にあたり、このプロポーザル実施要領（以下「実施要領」とい

う。）に基づき実施する。 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務の件名 

陸前高田市道路等包括管理業務 

⑵ 業務の内容 

本業務を受託する民間事業者(以下「業務受託者」という。)が実施する業務内容等は表 1の

とおりである。 

また、支払条件については、総価契約(定額払い)とする。 

その他、具体的な業務内容や業務実施上の要件・留意点は、「陸前高田市道路等包括管理業務

特記仕様書」による。 
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表1 業務内容 

業務 陸前高田市 業務実施期間 

共通業務 

計画準備業務 総価契約 R8.4～R10.3 

打合せ 総価契約 R8.4～R10.3 

モニタリング業務 総価契約 R8.4～R10.3 

引継ぎ業務 総価契約 R8.4～R10.3 

苦情・要望対応業務 総価契約 R8.4～R10.3 

窓口業務 総価契約 R8.4～R10.3 

道路関連業務 

定期巡回業務 総価契約 R8.4～R10.3 

緊急巡回業務 総価契約 R8.4～R10.3 

動物の死骸処理 総価契約 R8.4～R10.3 

側溝・雨水枡浚渫業務 総価契約 R8.4～R10.3 

除雪業務 総価契約 R8.4～R10.3 

凍結防止剤散布業務 総価契約 R8.4～R10.3 

支障木・倒木撤去業務 総価契約 R8.4～R10.3 

剪定業務 総価契約 R8.4～R10.3 

除草業務 総価契約 R8.4～R10.3 

道路付属物補修業務 総価契約 R8.4～R10.3 

舗装補修業務 総価契約 R8.4～R10.3 

土工構造物補修業務 総価契約 R8.4～R10.3 

河川関連業務 

巡回業務 総価契約 R8.4～R10.3 

緊急巡回業務 総価契約 R8.4～R10.3 

支障木・倒木撤去業務 総価契約 R8.4～R10.3 

除草業務 総価契約 R8.4～R10.3 

堆積土砂撤去業務 総価契約 R8.4～R10.3 

公園関連業務 

定期巡回業務 総価契約 R8.4～R10.3 

緊急巡回業務 総価契約 R8.4～R10.3 

施設清掃業務 総価契約 R8.4～R10.3 

除草業務 総価契約 R8.4～R10.3 

剪定業務 総価契約 R8.4～R10.3 

散水、肥料散布 総価契約 R8.4～R10.3 

補修・修繕業務 総価契約 R8.4～R10.3 

震災遺構関連業務 清掃業務 総価契約 R8.4～R10.3 

市街地関連業務 植栽管理業務 総価契約 R8.4～R10.3 

※具体的な業務内容や業務実施上の要件・留意点は、「陸前高田市道路等包括管理業務特記仕様

書」を参照。 

 

⑶ 業務の委託期間 

令和８年４月１日（予定）から令和１０年３月３１日まで 

⑷ 業務委託契約額の上限  

３６３,００９,０００円（消費税額及び地方消費税額含む） 
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２ プロポーザル参加者の資格要件 

プロポーザルに参加する者（以下「プロポーザル参加者」という。）は、単独企業（以下、「応

募企業」という。）又は複数の企業によって構成されるグループ（以下、「応募グループ」という。）

（応募グループには、共同企業体、事業協同組合等を含む）であって、次に掲げる参加のための資

格要件（以下「資格要件」という。）を全て満たす者とする。 

なお、会社法人、特例民法法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人（旧公益法人）、

特定非営利活動法人等の法人格の種類は問わない。 

⑴ 応募企業又は応募グループの構成員のいずれかは、建設業法（昭和２４年法律第１００号）の

許可業種である土木工事業、とび・土工工事業及び舗装工事業の許可を得ているものであり、

過去国又は地方公共団体が発注する道路等維持管理業務を受注した実績を有するものである

こと。 

⑵ 応募企業又は応募グループの構成員のいずれかは、マネジメント(統括業務)を担える会社であ

るものであり、過去国又は地方公共団体が発注するPPP/PFI事業（事業者選定支援に係るアド

バイザリー業務も可）の実績を有するものであること。 

⑶ 応募企業又は応募グループの構成員のいずれかは、市内に本社又は本店を有するものであるこ

と。 

⑷ 応募企業及び応募グループの構成員の全ては、直近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方

税を滞納がないこと。 

⑸ 応募企業及び応募グループの構成員の全ては、本件に係る他の応募企業又は応募グループの構

成員と重複していないこと。 

⑹ 災害時等緊急の対応が必要となる場合には、１時間以内に市内において対応可能な体制を構成

すること。ただし、大規模な地震等により交通手段が遮断されている場合を除く。なお、再委

託先の企業等により１時間以内に対応可能な体制を構成する場合も可とする。 

⑺ 本市内のインフラ施設の維持管理に携わる担い手の安定的な確保を図る観点から、再委託する

場合は、原則として本市内に本店を有する業者が履行すること。 

⑻ 統括業務責任者は、１級土木施工管理技士又は技術士の資格を有するものを配置すること。 

⑼ 業務実施責任者は、次のいずれかに該当するものを配置すること。 

ア １級土木施工管理技士の資格を有しているもの。 

イ ２級土木施工管理技士の資格を有しており、本業務対象の維持管理業務(補修・修繕等の業務)

において、５年以上の実務経験があるもの。  
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⑽ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

⑾ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをしている者若し

くは再生手続き開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する再生手続き開始

の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成１４年法律題１５４号）に基づき更生手続

き開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがされている者（同法第４１条

第１項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑿ 以下に該当する者が役員でないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 拘禁以上の刑に処せられている者 

⒀ プロポーザル参加者本人又は役員等が次の各号のいずれにも該当しないこと及び次の各号に

掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると認められる団体 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）と認められる者 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

オ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者 

⒁ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条の規定によるもの）及び宗教

団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）でないこと。 

⒂ ３⑵アに定める参加表明書の提出期限から起算して１年前以内に、自治体からの受注業務に関

し、指名停止の措置を受けていないこと。 

⒃ ３⑵アに定める参加表明書の提出期限から起算して３年以内に、法人の事業等において刑法等

の重大な法令に違反して処罰を受けていないこと。 

⒄ ３⑵アに定める参加表明書の提出期限から起算して３年以内に、法人の事業等において刑法等

の重大な法令に違反して処罰を受けていないこと。 
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３ プロポーザルに関する手続き 

⑴ プロポーザルへの参加 

プロポーザルへの参加を希望する者は、２に定める資格要件を満たす者とし「陸前高田市道路

等包括管理業務参加表明書」（様式第１‐１号、様式第１‐２号）（以下、「参加表明書」とい

う。）を提出するものとする。 

ただし、電子データでプロポーザルに係る書類の交付を希望する者は、電子メールで請求する

こと。 

⑵ 参加表明書の提出 

参加表明書は、次のとおり提出するものとする。 

ア 提出期限 

令和７年１２月１８日（木）午後５時（必着） 

イ 提出方法 

陸前高田市建設部建設課に持参又は郵送で提出すること。 

持参する場合：受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

郵送する場合：郵便書留により、提出期限までに到着するよう送付すること。 

⑶ 実施要領等に関する質問の受付 

実施要領等に関する質問がある場合、プロポーザル参加者は「陸前高田市道路等包括管理業務

質問書」（様式第３号）（以下、「質問書」という。）を次のとおり提出するものとする。 

ア 提出期限 

令和７年１２月８日（月）午後５時 

イ 提出方法 

原則として、文書は、日本語で記述し、電子メール又はＦＡＸにより、以下の担当部署宛に

送信すること。 

件名は「陸前高田市道路等包括管理業務に関する質問(応募者名)」とすること。 

送信先：陸前高田市建設部建設課道路河川係 

電子メールアドレス：kensetu@city.rikuzentakata.iwate.jp 

ＦＡＸ：０１９２－５４－３８８８ 

ウ 回答方法 

受け付けした質問の要旨とその回答を電子メールにて送信するので、質問書には、回答先と

なるメールアドレスを漏れなく記載すること。 

エ 回答期日 

市は、令和７年１２月１１日（木）午後５時までに、全ての質問に対する回答を送信する。 
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⑷ 企画提案書等の提出 

プロポーザル参加者は、様式第２号及び様式第４号から様式第８号までの書類及び参考見積り

（以下「プロポーザル提案書等」という。）を次のとおり提出するものとする。 

ア プロポーザル提案書等 

（ ア） 主な同業種の実績（様式第２号） 

 （ イ） 企画提案書表紙（様式第４号） 

 （ ウ ） 業務の実施方針、実施フロー及び工程計画（様式第５号） 

 （ エ ） 技術提案書（様式第６号） 

 （ オ ） 補足資料（Ａ４版、２０頁以内） 

  （ ウ ）及び（ エ ）の記載内容を図表などを用いて補足する場合は、自由形式により作成すること。 

 （ カ ） 業務体制表（様式第７号） 

 （ キ ） 同意書（様式第８号） 

 （ ク ） 参考見積もり（任意様式） 

イ 持参する場合の提出方法 

令和７年１２月２５日（木）午後５時までに陸前高田市建設部建設課へ提出すること。 

ウ 郵送する場合の提出方法 

令和７年１２月２５日（木）午後５時までに陸前高田市建設部建設課に到着するように送付

すること。その際、封筒に「企画提案書等」在中の旨を朱書きし、配達証明付書留郵便、親展

によること。 

エ 留意事項 

（ ア ） プロポーザル提案書等は、「陸前高田市道路等包括管理業務特記仕様書」を踏まえて作成

すること。 

（ イ ） 「業務の実施方針、実施フロー及び工程計画」（様式第５号）には、業務に関する実施方

針、業務に関する実施フロー及び業務に関する工程計画を具体的に記載すること。 

( ウ ) 「技術提案書」（様式第６号）には、特定テーマ「①業務を確実且つ効率的・効果的に実

施するための方針」、「②地域貢献」に対する提案を具体的に記載すること。 

 (エ ) プロポーザル提案書等は、参加表明書提出者１者につき１提案のみ受付けるものとし、提

出後の修正及び追加の提案は認めないものとする。 

(オ ) 提出書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平

成4年法律第51号)によるものとする。 
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⑸  プロポーザル提案が無効となる場合 

次のいずれかに該当するプロポーザル提案は、これを無効とする。 

ア 資格要件を満たさない者又はプロポーザル参加者を選定するまでの間に資格要件を満たさ

なくなった者による提案 

イ プロポーザル提案書等に虚偽の記載を行った者による提案 

ウ ３⑷に示す提出期限までに提出されなかったプロポーザル提案書等による提案 

エ 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗）、第９３条（心裡留保）、第９４条

（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案 

オ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 
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４ 受託候補者の決定方法について 

第１次審査及び第２次審査の得点結果を合算し、別紙「陸前高田市道路等包括管理業務委託事業

者選定公募型プロポーザル審査要領」（以下「審査要領」という。）による総合得点の最も高い者

を受託候補者として特定する。 

⑴  第１次審査（書類審査） 

ア 審査方法 

プロポーザル提案書等の受付期限時点で参加表明した者が４者以上の場合は審査要領に記

載の評価項目を事務局が審査し、評価点数の上位３者を第２次審査を行う者として選考する。

３者以内の場合は書類審査を行わず、その旨を別途通知する。 

なお、ここで実施する書類審査は、あくまで第２次審査への参加者を選定するために事務局

が実施するものであり、その結果はプロポーザル審査会における審査基準には反映されない。 

イ 審査結果の通知 

審査結果は、令和８年１月９日（金）までに、書面により通知するものとする。 

⑵  第２次審査（プレゼンテーションによる最終審査） 

ア 審査方法 

(ア  ) 第１次審査により選考された者が、先に提出したプロポーザル提案書等に基づき、プレゼ

ンテーション（企画提案説明３０分程度、質疑応答１５分程度）を行い、市は審査要領に記

載されているヒアリングの判断基準により評価を行う。 

 （ イ ） プレゼンテーションでは、「業務の実施方針、実施フロー及び工程計画」（様式第５号）

及び「技術提案書」（様式第６号）について説明を行うものとし、特に技術提案を中心に説

明を行うものとする。 

  (ウ ) プレゼンテーションにおいて、追加資料を使用しての説明は認めないものとする。 

  (エ ) 第２次審査には、統括業務責任者が出席するものとする。なお、業務実施責任者も出席で

きるものとする。 

  (オ ) プレゼンテーションは予定統括業務責任者が行うものとする。ただし、質疑応答では、必

要に応じて業務実施責任者が、回答できるものとする。 

イ 審査日時及び場所 

第１次審査により選考された者に対し別途通知する。 

ウ 審査結果の通知 

市は、受託候補者を決定した後、各プロポーザル参加者に対して審査結果を速やかに文書で

通知するものとする。 

  



9 

 

５ プロポーザルへの参加を取りやめる場合の手続きについて 

参加表明書を提出した者が、プロポーザルへの参加を途中で取りやめる場合には、「陸前高田市

道路等包括管理業務参加辞退届」（様式９－１号、様式９－２号）を、以下の担当部署に持参又は

郵送の方法により提出しなければならない。 

⑴ 提出期限 令和７年１２月２５日（木）午後５時 

⑵ 提 出 先 〒０２９－２２９２ 

岩手県陸前高田市高田町字下和野１００番地 

陸前高田市建設部建設課道路河川係 

 

６ 契約締結の手続きについて 

⑴ 市は、陸前高田市財務規則（平成１２年規則第１３号）に定める随意契約の手続きにより、受

託候補者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを確認して契約を締結し、契約書

を取り交わすものとする。 

⑵ 本業務の委託契約時の仕様書は、プロポーザル実施時に示した「陸前高田市道路等包括管理業

務特記仕様書」及びプロポーザル提案書等をもとに作成する。 

⑶ 受託候補者は、業務の全部又はその主たる部分を第三者に再委託してはならない。 

 

７ 公正なプロポーザルの確保について 

⑴ プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

⑵ プロポーザル参加者は、プロポーザルに当たっては、競争を制限する目的で他のプロポーザル

参加者と提案内容に関する相談を行ってはならず、独自にプロポーザル提案書等を作成しなけれ

ばならない。 

⑶ プロポーザル参加者は、受託候補者の決定前に、他のプロポーザル参加者に対してプロポーザ

ル提案書等を意図的に開示してはならない。 

⑷ プロポーザル参加者が連合し、又は不穏な行動をなすなどの場合において、プロポーザルを公

正に執行することができないと認められるときは、当該プロポーザル参加者をプロポーザルに参

加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

８ その他 

⑴ プロポーザルに要する全ての経費は、プロポーザル参加者が負担するものとする。 

⑵ プロポーザル参加者が市に提出した書類は返却しない。 
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９ プロポーザル担当部署（書類提出先及び問合せ先） 

陸前高田市建設部建設課（担当:遠藤） 

所在地 〒０２９－２２９２ 

岩手県陸前高田市高田町字下和野１００番地  

ＴＥＬ ０１９２－５４－２１１１（内線４４２） 

ＦＡＸ ０１９２－５４－３８８８ 

電子メールアドレス kensetu@city.rikuzentakata.iwate.jp 

 

１０ プロポーザルに係るプロポーザル提案書等作成の留意事項 

プロポーザル参加者が、プロポーザル提案書等を作成するにあたっての留意事項は、以下のとお

り定める。 

書類 形式 部数 

主な同業種の実績 様式第２号 ２部 

企画提案書表紙 様式第４号 ２部 

業務の実施方針、実施フロー及び工程計画 様式第５号 ２部 

技術提案書 様式第６号 ２部 

補足資料 任意様式 ２部 

業務体制表 様式第７号 １部 

同意書 様式第８号 １部 

参考見積書 ※税込みで記載すること 任意様式 ２部 

前述に掲げた書類一覧の電子データを保存したＣＤ－Ｒ 

※電子データは、ＰＤＦ形式１ファイルとすること。 
 １枚 

選定結果通知用定型封筒 

※提案者の代表宛てとし、宛先住所氏名を記載のこと。 

※封筒に必要な郵便切手を貼付すること。 

 １枚 
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⑴ 共通事項 

ア 規格 

用紙はＡ４版片面印刷とし、文字サイズは様式が定められているものについては、１１ポイ

ント以上とする。 

  イ 表紙には（様式第４号）を使用することとし、ページ番号は、表紙を除いた各ページの下部

中央に通し番号で記載すること。 

⑵ 事業者の主な同種業務又は類似業務の実績 

ア （様式第２号）を使用すること。 

イ 令和２年度以降に事業者が受注した主な同種業務又は類似業務の実績を１業務記載するこ

と。 

ウ 受注した業務内容が、同種業務又は類似業務にあたることを判断できる業務計画書、特記仕

様書等の写し等を添付すること。 

エ 業務の概要及び技術的特徴については、具体的に記載すること。 

⑶ 業務体制表 

 ア （様式７号）を使用すること。 

 イ 配置を予定している者全員について記載することとし、記入欄が不足する場合は、適宜追加

して記載すること。 

ウ 氏名にはふりがなをふること。 

エ 所属・役職について、技術提案書の提出者以外の事業者等に所属する場合は、事業者名等も

記載すること。 

オ 再委託先又は協力先記載欄には、他のコンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場

合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ記載すること。ただし、

業務の全部又はその主たる部分を第三者に再委託してはならない。 

カ 予定技術者の保有資格として記載した資格を保有していることを証明する書類（資格者証

の写し等）を添付すること。 

⑷ 業務の実施方針、実施フロー及び工程計画 

 ア 「様式第５号」を使用すること。 

 イ Ａ４版片面各１枚とすること。 

 ウ 事業者名や事業所等が特定できる記載はしないこと。 
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⑸ 技術提案書 

 ア 「様式第６号」を使用すること。 

 イ Ａ４版片面１枚とすること。 

 ウ 事業者名や事業所等が特定できる記載はしないこと。 

⑹ 暴力団等反社会勢力でないことの表明･確約に関する同意書 

「様式第８号」を使用すること。 

 ⑺  参考見積り（任意様式） 

  ア 税込金額を記載すること。 

イ Ａ４版片面１枚とすること。 

⑻  情報公開 

提出された企画提案書等は、陸前高田市情報公開条例（平成１６年条例第１０号）の規定に

基づき、第三者に開示する場合があること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


